
○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
有
価
証
券
関
連
業
に
付
随
す
る
業
務
）

（
有
価
証
券
関
連
業
に
付
随
す
る
業
務
）

第
五
十
二
条
の
四

法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
五
十
二
条
の
四

法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く

一

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く

は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
以
下
「
受
益
証
券
」
と
い
う
。
）
又
は
同

は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
以
下
「
受
益
証
券
」
と
い
う
。
）
又
は
同

法
に
規
定
す
る
投
資
証
券
、
新
投
資
口
予
約
権
証
券
若
し
く
は
外
国
投
資
証

法
に
規
定
す
る
投
資
証
券
若
し
く
は
外
国
投
資
証
券
（
以
下
「
投
資
証
券
」

券
（
以
下
「
投
資
証
券
」
と
い
う
。
）
の
保
護
預
り

と
い
う
。
）
の
保
護
預
り

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

（
投
資
信
託
委
託
会
社
等
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
等
の
取
扱
い
）

（
投
資
信
託
委
託
会
社
等
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益
証
券
等
の
取
扱
い
）

第
五
十
三
条
の
三

保
険
会
社
は
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
（

第
五
十
三
条
の
三

保
険
会
社
は
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
（

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
資
産

産
運
用
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務

運
用
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
保
険
会
社
の
営
業
所
又
は
事
務
所

所
の
一
部
を
使
用
し
て
受
益
証
券
又
は
投
資
証
券
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
当

の
一
部
を
使
用
し
て
受
益
証
券
又
は
投
資
証
券
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
当
該

該
保
険
会
社
が
保
険
契
約
を
取
り
扱
う
場
所
と
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産

保
険
会
社
が
保
険
契
約
を
取
り
扱
う
場
所
と
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運

運
用
会
社
が
受
益
証
券
又
は
投
資
証
券
を
取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す

用
会
社
が
受
益
証
券
又
は
投
資
証
券
を
取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る

る
と
と
も
に
、
顧
客
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適

と
と
も
に
、
顧
客
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
掲
示
を
行
わ
な
い
等
の
適
切

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
届
出
事
項
等
）

（
届
出
事
項
等
）

第
八
十
五
条

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
八
十
五
条

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
七

保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
に
お
い
て
不
祥
事
件
（

十
七

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
に
お
い
て
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を

業
務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
険
会
社
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も

知
っ
た
場
合

の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

十
八

（
略
）

十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社

５

第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の

若
し
く
は
業
務
の
委
託
先
、
保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社
若
し
く
は
業
務
の
委
託

子
会
社
、
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
生
命

先
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
募
集
人
で
あ

保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
募
集
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
、
保
険
会
社
若
し

る
者
を
除
く
。
）
、
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
生
命
保
険
募
集
人
若

く
は
そ
の
子
会
社
の
生
命
保
険
募
集
人
若
し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ

し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号

ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

っ
た
こ
と
を
い
う
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）

（
外
国
保
険
会
社
等
の
届
出
事
項
等
）

（
外
国
保
険
会
社
等
の
届
出
事
項
等
）

第
百
六
十
六
条

法
第
二
百
九
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

第
百
六
十
六
条

法
第
二
百
九
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
六
の
四

（
略
）

一
～
六
の
四

（
略
）

七

外
国
保
険
会
社
等
又
は
そ
の
業
務
の
委
託
先
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務

七

外
国
保
険
会
社
等
に
お
い
て
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合



の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
保
険
会
社
等
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

八

（
略
）

八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
外
国
保
険
会
社
等
若
し
く
は

４

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
外
国
保
険
会
社
等
又
は
そ
の

そ
の
業
務
の
委
託
先
又
は
そ
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
若
し
く
は
使
用
人
（
生

日
本
に
お
け
る
代
表
者
若
し
く
は
使
用
人
（
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険

命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
募
集
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
外
国
保
険

募
集
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
外
国
保
険
会
社
等
の
生
命
保
険
募
集
人
若

会
社
等
の
生
命
保
険
募
集
人
若
し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員

し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号

若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

を
い
う
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
免
許
特
定
法
人
の
届
出
）

（
免
許
特
定
法
人
の
届
出
）

第
百
九
十
二
条

法
第
二
百
三
十
四
条
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
百
九
十
二
条

法
第
二
百
三
十
四
条
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
五
の
三

（
略
）

一
～
五
の
三

（
略
）

六

免
許
特
定
法
人
又
は
そ
の
業
務
の
委
託
先
（
第
四
項
に
お
い
て
「
免
許
特

六

免
許
特
定
法
人
に
お
い
て
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

定
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務
の
委
託
先
に
あ
っ
て

は
、
当
該
免
許
特
定
法
人
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発

生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
免
許
特
定
法
人
等
、
引
受
社

４

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
免
許
特
定
法
人
、
引
受
社
員



員
若
し
く
は
総
代
理
店
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は

若
し
く
は
総
代
理
店
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は
使

使
用
人
（
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
募
集
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
又

用
人
（
生
命
保
険
募
集
人
及
び
損
害
保
険
募
集
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は

は
生
命
保
険
募
集
人
若
し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く

生
命
保
険
募
集
人
若
し
く
は
損
害
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は

は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う

使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

。一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
十
一
条
の
三

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
二
百
十
一
条
の
三

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
等
）

（
届
出
事
項
等
）

第
二
百
十
一
条
の
五
十
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号
に
規

第
二
百
十
一
条
の
五
十
五

法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

少
額
短
期
保
険
業
者
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
四
項
に

十
四

少
額
短
期
保
険
業
者
又
は
そ
の
子
会
社
（
第
四
項
に
お
い
て
「
少
額
短

お
い
て
「
少
額
短
期
保
険
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業

期
保
険
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を
知

務
の
委
託
先
に
あ
っ
て
は
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
が
委
託
す
る
業
務
に

っ
た
場
合

係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合



十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
等
、

４

第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
少
額
短
期
保
険
業
者
等
、

少
額
短
期
保
険
業
者
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
少
額
短
期
保
険
募
集
人
で

少
額
短
期
保
険
業
者
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
（
少
額
短
期
保
険
募
集
人
で

あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
等
（
少
額
短
期
保
険
業
者
の
業

あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
等
の
少
額
短
期
保
険
募
集
人
又

務
の
委
託
先
を
除
く
。
）
の
少
額
短
期
保
険
募
集
人
又
は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し

は
そ
れ
ら
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行

く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い

為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。

う
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

５

（
略
）

５

（
略
）

（
銀
行
等
が
生
命
保
険
募
集
人
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場
合

（
銀
行
等
が
生
命
保
険
募
集
人
と
し
て
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
場
合

）

）

第
二
百
十
二
条

（
略
）

第
二
百
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
第
一

３

生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
第
一

項
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
当

項
第
六
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
当

該
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
銀
行
等
が
、
第
五
項
に
規
定
す
る
定

一

銀
行
等
が
、
次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
銀
行
等
が
、
第
五
項
に
規
定
す
る
定

め
を
し
た
協
同
組
織
金
融
機
関
（
信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
、
信
用
協
同
組
合

め
を
し
た
協
同
組
織
金
融
機
関
（
信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
、
信
用
協
同
組
合

及
び
農
業
協
同
組
合
等
（
令
第
三
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組

及
び
農
業
協
同
組
合
等
（
令
第
三
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組

合
並
び
に
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同

合
並
び
に
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組
合
及
び
水
産
加
工
業
協
同

組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
並

組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
並



び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は
組
合
員

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
の
会
員
又
は
組
合
員

（
会
員
又
は
組
合
員
で
あ
る
法
人
の
代
表
者
を
含
み
、
当
該
協
同
組
織
金
融

（
会
員
又
は
組
合
員
で
あ
る
法
人
の
代
表
者
を
含
み
、
当
該
協
同
組
織
金
融

機
関
が
農
業
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員
と
同
一
の
世

機
関
が
農
業
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第

帯
に
属
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第

十
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

十
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
お
い
て
「
銀
行
等
生
命
保
険
募
集

及
び
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
お
い
て
「
銀
行
等
生
命
保
険
募
集

制
限
先
」
と
い
う
。
）
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
（

制
限
先
」
と
い
う
。
）
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
（

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る
保
険
契
約

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る
保
険
契
約

（
そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
当
該
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使

（
そ
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
当
該
銀
行
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使

用
人
が
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
を
得
て
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
更
新
に

用
人
が
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬
を
得
て
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
更
新
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
手
数
料
そ
の
他
の
報
酬

を
得
て
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

を
得
て
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

イ

当
該
銀
行
等
が
法
人
（
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
銀
行
法
施
行
令
（
昭

イ

当
該
銀
行
等
が
法
人
（
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
銀
行
法
施
行
令
（
昭

和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
そ

和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
そ

の
他
の
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
項
、
次

の
他
の
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
項
、
次

条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
百
十
二
条
の
四
第
三
項
第
一
号
、
第
二
百
十
二

条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
百
十
二
条
の
四
第
三
項
第
一
号
、
第
二
百
十
二

条
の
五
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第

条
の
五
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第

十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
当
該
法
人
の
事
業

十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
当
該
法
人
の
事
業

に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
（
手
形
の
割
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
並
び
に

に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
（
手
形
の
割
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
並
び
に

第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
及
び
そ
の
代
表
者

行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
及
び
そ
の
代
表
者

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）



二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）


